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議案第９４号 

 

控訴の提起についての市長の専決処分の承認について 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、議会の議決すべき事件について

特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると

認め、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し、

承認を求める。 

 

平成２２年 ５ 月３１日提出 

川崎市長 阿 部 孝 夫
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専 決 処 分 書 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、議会の議決すべき事件について

特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると

認め、控訴の提起について次のとおり専決処分する。 

 

平成２２年 ５ 月１９日 

川崎市長 阿 部 孝 夫 

 

控訴の提起について 

次のとおり控訴を提起する。 

１ 当 事 者 控 訴 人（第１審被告） 川 崎 市 

被控訴人（第１審原告） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

２ 控訴の要旨 

横浜地方裁判所平成１９年（行ウ）第８５号不当利得等返還請求事件の第

１審判決は、原告が所有する川崎区＊＊＊＊＊＊＊＊所在の倉庫について、 

川崎区長が行った平成１１年度、平成１２年度及び平成１３年度の固定資産

税及び都市計画税の賦課処分の際、地方税法に規定されていた輸入の促進に

寄与する倉庫の固定資産税又は都市計画税の課税標準を２分の１の額とする

特例の適用を誤り、原告に損害を与えたとして、被告は国家賠償法に基づく

損害賠償責任を負うものとした。 

本件の訴訟において、本市は、川崎区長の当該特例の適用は相当の根拠の

ある合理的判断に基づいたものであったとして損害賠償責任がないこと等を

一貫して主張してきたところであり、これが認められなかった上記判決には

承服しがたいことから、控訴するものである。 
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３ 管轄裁判所 東京高等裁判所 

４ 本件に関する取扱い 

本件の訴訟は、弁護士に委任する。 

 

 

   理 由 

 

 第１審判決書の正本が平成２２年５月１２日に送達されたことにより、民事

訴訟法第２８５条の規定による控訴期間内（同日から同月２６日まで）に、本

件控訴を提起する必要があるため 
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参考資料 

 

１ 事件の概要 

川崎区長は、原告の所有する川崎区＊＊＊＊＊＊＊＊所在の倉庫について、

地方税法に規定されていた輸入の促進に寄与する倉庫の固定資産税又は都市

計画税の課税標準を２分の１の額とする特例の適用に関して、当該倉庫の一

部についてのみ当該特例の適用があるとして、平成１１年度、平成１２年度

及び平成１３年度の固定資産税及び都市計画税の賦課処分を行った。 

これに対し、原告は、当該特例の適用となるのは当該倉庫の全部について

であるから、川崎区長の当該倉庫についての当該各年度の固定資産税及び都

市計画税の賦課処分は、当該特例の適用に誤りがあり、原告が納付した当該

各年度分の固定資産税及び都市計画税の一部について過納があるとして、原

告が被告に対し、１次的には被告が定めた市税に係る返還金の支払要綱に基

づく返還又は地方税法に基づく還付を請求し、２次的には国家賠償法に基づ

く損害賠償を請求し、さらに、行政事件訴訟法に基づき、当該要綱に基づく

返還を行わないことを表明した回答の違法確認を請求したものである。 

２ 横浜地方裁判所平成１９年（行ウ）第８５号不当利得等返還請求事件 

  平成１９年１１月９日 訴えの提起 

    原告 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

    被告 川 崎 市 

  平成２２年５月１２日 判決（横浜地方裁判所） 

  平成２２年５月１２日 判決書正本送達 

  判決の主文 

   ⑴ 本件訴えのうち、平成１９年８月３１日付け回答の違法確認請求に

かかる部分を却下する。 
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⑵ 原告の１次的請求をいずれも棄却する。 

⑶ 被告は、原告に対し、１７２７万８０３０円及びうち５４９万７１ 

００円に対する平成１２年３月１日から、うち５１０万５１００円に

対する平成１３年３月１日から、うち６６７万５８３０円に対する平

成１４年３月１日から、各支払済みまで年５分の割合による金員を支

払え。  

⑷ 訴訟費用は、これを５分し、その１を原告の負担とし、その余を被

告の負担とする。 

３ 控訴の提起 

  平成２２年５月２０日 


